
平成２３年１２月５日 

一般ガス事業者の供給約款変更に係る認可について

（東部液化石油株式会社）

関東経済産業局は、東部液化石油株式会社から申請があった一般ガス供給約款の変更につい

て、ガス事業法第１７条第１項の規定に基づき、本日（１２月５日）認可を行った。

当局は、公聴会等所要の手続きを経るとともに、申請の内容について立入検査の実施等により

厳正な審査を行った結果、認可に至ったものである。

なお、認可された供給約款は、平成２４年１月１日に実施する。

１. 改定率等

【小口部門】 （45MJ）
現行料金平均単価 認可料金平均単価 改定率

206.07 円/m3 192.53 円/m3 ▲ 6.57％

【うち供給約款】 （45MJ）
現行料金平均単価 認可料金平均単価 改定率

206.73 円/m3 193.00 円/m3 ▲ 6.64％

【モデル世帯における１ヶ月あたり料金（税込）の増減額】

現行料金 認可料金 増減額

6,394 円/月 5,963 円/月 ▲431 円

（注）１．小口部門とは、「年間使用量 10 万 m3
以上（46MJ/m3

換算）で、更にガス事業者と大口契約を締

結した需要家」を除いた部分。

２．現行料金平均単価は、変更前の料金収入を原価算定期間中の販売量で除したもの。

３．モデル世帯のガス使用量は、1 世帯あたりの標準的使用量 30m3
（45MJ/m3

）を使用した。

４．モデル世帯の１ヶ月あたりの認可料金は、認可時点のものであり平成 23 年 12 月検針分以降の

料金は原料費調整制度により変動がある。

２. 原料費調整制度の基準平均原料価格

６５，０６０円／トン〔平成２３年６月～平成２３年８月の円建て貿易統計価格〕

３. 実施予定期日

平成２４年１月１日 

（本発表資料のお問い合わせ先）

関東経済産業局資源エネルギー環境部ガス事業課

担当者：関根、野村、岩田

電 話：０４８－６００－０３９３（直通）



【参考】

１. 東部液化石油株式会社の概要

( 1 ) 会社設立年月 昭和 37 年 5 月 1 日

( 2 ) 代 表 者 取締役社長 浜田 進 （はまだ すすむ）

( 3 ) 本 社 所 在 地 東京都中央区日本橋箱崎町７番１号

( 4 ) 電 話 番 号 03-3661-4729
( 5 ) 資 本 金 30 百万円（平成 22 年 12 月末）

( 6 ) 従 業 員 数 284 人（平成 22 年 12 月末）

( 7 ) 供 給 区 域 茨城県取手市

( 8 ) 需 要 家 数 481 個（取付メーター数、平成 22 年 12 月末）

( 9 ) ガ ス 販 売 量 163 千㎥/45MJ（平成 22 年度）

(1 0 ) ガ ス 売 上 高 30 百万円（平成 22 年度）

２. 新料金表

（45MJ）

料金表 適用区分
基本料金

（税込）

従量料金単価

（税込）

Ａ 0m3超 ～ 18m3まで 624.75 円 181.05 円/m3

Ｂ 18m3超 ～ 68m3まで 763.35 円 173.33 円/m3

Ｃ 68m3超 ～ 1,478.06 円 162.82 円/m3

（注）従量料金単価は届出時点のものであり、平成 23 年 12 月検針分以降の従量料金単価は原料費調整制

度により変動がある。


